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令和６年 第５回教育委員会（定例会）会議録 

期日：令和６年４月２２日（月） 

開会：午後２時００分 

閉会：午後３時５０分 

場所：上天草市役所松島庁舎３階大会議室 

 

１ 会議日程 

日程第１ 会議録署名委員の指名について 

日程第２ 令和６年第４回（３月定例会）会議録の承認について 

日程第３ 教育長諸般の報告 

日程第４ 非公開とする審議事項について 

日程第５  ［議案第４６号］専決処分の報告並びにその承認を求めることについて 

日程第６  ［議案第４７号］専決処分の報告並びにその承認を求めることについて 

日程第７  ［議案第４８号］専決処分の報告並びにその承認を求めることについて 

日程第８  ［議案第４９号］専決処分の報告並びにその承認を求めることについて 

日程第９  ［議案第５０号］専決処分の報告並びにその承認を求めることについて 

日程第１０ ［議案第５１号］専決処分の報告並びにその承認を求めることについて 

日程第１１ ［議案第５２号］令和６年度就学援助の認定について 

日程第１２ ［議案第５３号］上天草市教育委員会における情報通信技術を活用した行政の推進

に関する規則の制定について 

日程第１３ ［議案第５４号］専決処分の報告について 

日程第１４ ［議案第５５号］上天草市スポーツ推進審議会委員の解任及び任命について 

日程第１５  諸報告 

 

２ 出席委員 

山下勝一（委員）、藤田 慶（委員）、木村美矢子（委員）、千原めぶき（委員） 

岩﨑宏保（教育長） 

 

３ 欠席委員 

なし 

４ 議場に出席した者 

赤瀬耕作（教育部長）、宮﨑真司（学務課長）、大塚武秀（教育審議員）、瀬脇和弘（学務課長補

佐）、小浦嘉彦（社会教育課長）、大野公二朗（社会教育課長補佐）、福田香澄（学務係長）、桑

原愛加（学務課主事） 

 

５ 教育長の報告の趣旨、議題及び議事の大要、議題となった動議及び動議を提出した者の氏名、

質問又は討論をした者の氏名及びその要旨、議決事項 

 以下のとおり 

 

開会 午後２時００分 

○岩﨑教育長 それでは、出席委員が定足数に達しておりますので、これより令和６年第５回上

天草市教育委員会定例会を開会いたします。会議日程はお手元に配布してあるとおりです。 

 

日程第１ 会議録署名委員の指名について 

○岩﨑教育長 日程第１。会議録署名委員の指名を行います。会議規則第１８条第２項の規定に
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より、本日の会議録署名に、藤田委員及び瀬脇学務課長補佐を指名いたします。よろしくお願

いいたします。 

 

日程第２ 令和６年第４回（３月定例会）会議録の承認について 

○岩﨑教育長 次に、日程第２「令和６年第４回（３月定例会）会議録の承認について」を議題

といたします。皆様には、会議の案内と一緒に配布しておりましたが、何か質疑等がありまし

たらよろしくお願いいたします。 

○瀬脇学務課長補佐 各委員の皆様よりご指摘いただきました文字等の修正につきましては、

事務局で修正させていただきますのでよろしくお願いします。 

○岩﨑教育長 よろしいですか。それではお諮りいたします。第４回（３月定例会）の教育委員

会会議録については、承認することに、ご異議ございませんか。 

［「異議ありません」という声あり］ 

○岩﨑教育長 全員ご異議なしと認め、承認することに決定いたしました。 

 

日程第３ 教育長諸般の報告 

○岩﨑教育長 次に日程第３。「教育長諸般の報告」を行います。１ページをご覧ください。はじ

めに、３月２１日、２２日の小学校卒業式はそれぞれの学校において感動的な式であったこと

と思います。子供たちの姿に涙する先生方や保護者の方々にとっても心に残るものでした。ま

た、４月９日の小中学校入学式においては、市全体で小学生１３４人、中学生１６４人が大き

な期待を胸に入学しました。すべての子供が健康な心身をつくるとともにふるさとに誇りを持

ち未来を切り拓いていってくれる存在に成長することを願います。次に、４月１５日（月）、台

湾の瑞芳区（台湾北部）と国際友好交流協定調印式に参加しました。両者の地域振興や人材育

成に向けた交流を促進するためです。本年に入りこの話が持ち上がり、企画政策部が担当する

内容に教育分野での交流も含めてはどうかという要請を受け、私も同行させていただきました。 

本市の子供たちの国際感覚や見聞の深化を図り、グローバルに活躍できる人材育成につながる

交流をと考えています。委員の皆様からも御助言をいただきながら進められればと考えており

ますのでよろしくお願いいたします。以上で教育長の諸般の報告を終わります。 

 

日程第４ 非公開とする審議事項について 

○岩﨑教育長 次に、日程第４「非公開とする審議事項について」意見を伺います。日程第５「議

案第４６号」、日程第６「議案第４７号」、日程第７「議案第４８号」、日程第８「議案第４９号」、

日程第９「議案第５０号」、日程第１０「議案第５１号」、日程第１１「議案第５２号」及び日

程第１５諸報告の第２「不登校児童・生徒の状況について」、第３「いじめの状況について」、

第４「教職員の勤務時間管理について」は、プライバシー保護のため、秘密会議といたします

が、これにご異議ありませんか。 

［「異議ありません」という声あり］ 

○岩﨑教育長 異議なしと認め、「議案第４６号」、「議案第４７号」、「議案第４８号」、「議案第４

９号」、「議案第５０号」、「議案第５１号」、「議案第５２号」及び諸報告の第２、第３、第４に

つきましては、秘密会議といたします。 

 

※【 議案第４６号から議案第５２号までは秘密会議の決定により審議内容は非公開 】 

 

※【秘密会議終了】 
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日程第１２ 議案第５３号 上天草市教育委員会における情報通信技術を活用した 

行政の推進に関する規則の制定について 

○岩﨑教育長 それでは、日程第１２。議案第５３号「上天草市教育委員会における情報通信技

術を活用した行政の推進に関する規則の制定について」を議題といたします。この議案につい

て、事務局からの説明を求めます。 

○宮崎学務課長 議案書の９ページをお願いいたします。議案第５３号「上天草市教育委員会に

おける情報通信技術を活用した行政の推進に関する規則の制定について」。上天草市教育委員

会における情報通信技術を活用した行政の推進に関する規則を次のように定めることとしま

す。令和６年４月２２日提出。上天草市教育長名。上天草市教育委員会における情報通信技術

を活用した行政の推進に関する規則の条文は、上天草市教育委員会の所管に係る申請、届出そ

の他の手続等に関し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法

により行わせ、又は行う場合については、上天草市情報通信技術を活用した行政の推進に関す

る条例施行規則の規定の例によるとします。１０ページの規則の概要をご覧ください。制定の

必要性については、情報通信技術を活用した行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行

政運営の簡素化及び効率化を図り、市民生活の利便性の向上に寄与するため、「上天草市情報通

信技術を活用した行政の推進に関する条例」の一部が令和６年３月に改正され、公布されまし

た。本条例の公布により、情報通信技術を利用する方法により手続き等を行うために必要とな

る事項を各実施機関の規則又は規程で定める必要がありますが、市長部局において「上天草市

情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則」を制定することから、教育委員会

においても同規則に準じて規則を整備するものでございます。施行日は、公布の日からとし、

令和６年４月１日から適用します。議案書９ページにお戻りください。提案理由については、

情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例の一部が令和６年３月に改正され、情報通信

技術を活用した申請等の手続きに関し、各実施機関の規則又は規程で定め、運用することとな

るため、上天草市教育委員会の例規を整備する必要があります。なお、教育委員会規則その他

委員会の定める規程を制定及び改廃することについては、上天草市教育長に対する事務委任規

則第２条第２号の規定により教育委員会に諮る必要がございます。ご審議いただき、ご承認く

ださいますようお願いします。 

○岩﨑教育長 以上で、事務局からの説明が終わりました。それでは委員さんから、何か質疑は

ございませんか。 

［「ありません」という声あり］ 

○岩﨑教育長 それでは、お諮り致します。議案第５３号は、ただ今ご審議いただきましたとお

り承認することに、ご異議ございませんか。 

［「異議ありません」という声あり］ 

○岩﨑教育長 ご異議なしと認めます。よって本案は、ご審議いただきましたとおり、承認する

ことに決定しました。 

 

日程第１３ 議案第５４号 専決処分の報告について 

○岩﨑教育長 それでは、日程第１３。議案第５４号「専決処分の報告について」を議題といた

します。この議案について、事務局からの説明を求めます。 

○小浦社会教育課長 議案書１１ページをご覧ください。議案第５４号「専決処分の報告につい

て」ご説明いたします。教育委員会が保有する工事の金入り設計書の開示請求があった件につ

いて、上天草市教育長に対する事務委任規則第３条第１項第５号の規定に基づき、次のとおり

専決処分したので、同条第３項の規定により報告するものです。令和６年４月２２日提出。上天

草市教育長名。専決第２２号「公文書の開示請求に対する開示等の決定について」。令和６年３

月１９日付けで請求があった公文書開示請求書については、上天草市情報公開条例第１１条第
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１項の規定に基づき、次のとおり決定します。令和６年３月２５日専決。上天草市教育長名。議

案書１３ページをご覧ください。公文書開示決定通知書の写しになります。開示請求者は「一般

社団法人 熊本県天草地区建設業協会」で、請求された公文書は、教育委員会が発注した「大矢

野総合グラウンド災害復旧工事」の金入り設計書です。議案書１１ページにお戻りください。提

案理由につきましては、令和６年３月１９日付けで教育委員会が保有する公文書の開示請求が

あった件について、上天草市情報公開条例に基づき審査した結果、請求された公文書の開示の

決定をしたもので、情報公開については、上天草市教育長に対する事務委任規則第２条第１項

第１６号の規定により、教育委員会に諮る必要がありますが、開示決定等の期限があるため、同

規則第３条第１項第５号の規定により専決処分し、同条第３項の規定により委員会に報告する

ものです。これが、この議案を提出する理由でございます。ご審議のほど、よろしくお願いしま

す。 

○岩﨑教育長 以上で、事務局からの説明が終わりました。それでは委員さんから、何か質疑が

ございませんか。 

〇藤田委員 金入り設計書とはどういったものでしょうか。 

○小浦社会教育課長 工事を発注する際に設計書を作成しますが、単価や設計金額が入った設計

書のことを金入り設計書といいます。また、単価や設計金額を抜いたもので工事の各項目のみ

のものを金抜き設計書といいます。 

○岩﨑教育長 他に質疑がございませんか。 

〇山下委員 請求者が一般社団法人熊本県天草地区建設業協会となっていますが、この工事は済

んでいますか。 

○小浦社会教育課長 工事は有限会社磯口建設が落札し、現在施工中です。 

〇山下委員 請求者の一般社団法人熊本県天草地区建設業協会には、磯口建設は入っていますか。 

○小浦社会教育課長 天草管内の建設業者で構成している協会でありまして、磯口建設も会員に

登録されています。 

○岩﨑教育長 他に質疑がございませんか。 

[ ｢ありません」という声あり］ 

○岩﨑教育長 それでは、お諮りいたします。議案第５４号は、ただ今ご審議いただきましたと

おり承認することに、ご異議ございませんか。 

 [「異議ありません」という声あり] 

○岩﨑教育長 ご異議なしと認めます。よって本案は、ご審議いただきましたとおり、承認する

ことに決定しました。 

 

日程第１４ 議案第５５号 上天草市スポーツ推進協議会委員の解任及び任命について 

○岩﨑教育長 それでは、日程第１４。議案第５５号「上天草市スポーツ推進協議会委員の解任

及び任命について」を議題といたします。この議案について、事務局からの説明を求めます。 

○小浦社会教育課長 議案書１４ページをご覧ください。議案第５５号「上天草市スポーツ推進

審議会委員の解任及び任命について」ご説明いたします。 

 上天草市スポーツ推進審議会条例第３条の規定に基づき、次のとおり解任及び任命するもので

ございます。解任する者は、山口翔平氏、坂田達徳氏及び谷上健作氏で、任命する者は、坂口

愛氏、鶴田英子氏及び大塚武秀氏で、それぞれ会社及び教職員の人事異動等に伴い解任及び任

命するものでございます。任期につきましては、令和６年４月２２日から令和７年４月３０日

までで、前任者の残任期間となります。提案理由といたしましては、委員が所属する関係機関

及び団体の人事異動等に伴い、委員を解任及び任命するもので、付属機関の委員その他の非常

勤の職員の任免及び委嘱に関しては、上天草市教育長に対する事務委任規則第２条第９号の規

定により、教育委員会に諮る必要があります。これが、この議案を提出する理由でございます。 
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 ご審議のほどよろしくお願いします。 

○岩﨑教育長 以上で、事務局からの説明が終わりました。それでは委員さんから、何か質疑が

ございませんか。 

〇山下委員 坂口愛氏は姫戸町の方ですか。 

○小浦社会教育課長 はい、姫戸町の方でございます。 

○岩﨑教育長 他に質疑がございませんか。 

[ ｢ありません」という声あり］ 

○岩﨑教育長 それでは、お諮りいたします。議案第５５号は、ただ今ご審議いただきましたと

おり承認することに、ご異議ございませんか。 

 [「異議ありません」という声あり] 

○岩﨑教育長 ご異議なしと認めます。よって本案は、ご審議いただきましたとおり、承認する

ことに決定しました。 

 

日程第１５ 諸報告 

○岩﨑教育長 次に、日程第１５。諸報告に入らせていただきます。まず、報告第１「５月の行

事予定について」の説明をお願いします。 

○大塚教育審議員 ５月の月行事について、ご説明いたします。別紙の５月予定表をご覧くださ

い。８，９，１０日長崎で行われます第７４回全国都市教育長協議会定期総会並びに研究大会

長崎大会に教育長が出席、発表されます。９日、特別支援教育実務担当者会議並びに青少年育

成市民会議及び市人権教育推進協議会総会が開催されます。１１日、E-friends クッキングイ

ベント。１４日、特別支援教育連携協議会並びに第１回地域学校協働活動推進協議会が開催。

２０日に教育委員会議を開催します。２１日、特別支援教育全体会議。２３日、市内校長会議、

２７日、天草郡市教育委員会連絡協議会役員会及び総会１５：００から、教育長、教育委員さ

ん方が出席となります。３０日と３１日に校長ヒアリングを実施する予定です。なお、５月は、

１２、１８、１９日、２５日、２６日に市内小中学校の運動会、体育大会が実施される予定で

ございます。以上です。 

○岩﨑教育長 以上で、事務局からの説明が終わりました。それでは委員さんから何か質疑はご

ざいませんか。 

［「ありません」という声あり］ 

○岩﨑教育長 次の報告第２、第３、第４は秘密会議といたします。 

 

※【 報告第２、第３、第４は秘密会議の決定により審議内容は非公開 】 

 

※【秘密会議終了】 

 

○岩﨑教育長 次に、報告第５「後援名義使用承認の報告について」説明をお願いします。 

○宮崎学務課長 「名義後援等の承認について」報告いたします。学務課では、１件ございます。

議案書１７ページをご覧ください。行事名が「子どもと家族の未来を考えるマネー講座」で、

開催趣旨は記載のとおりです。日時は令和６年６月５日（水）、９日（日）、１５日（土）で３

回計画されており、天草市複合施設「ここらす」で開催されます。主催者は、「子どもと家族の

未来を考える会」で、各講座には、保護者３０人ずつの参加が予定されています。以上です。 

○小浦社会教育課長 資料１８ページをご覧ください。社会教育課から１件報告いたします。行

事名は、「家庭倫理講演会 朗に生きるコツ」で、開催趣旨につきましては、記載のとおりでご

ざいます。主催者は、家庭倫理の会天草で、５月１８日、土曜日に天草市民センター大会議室

において開催される予定です。参加者は、天草地域の一般社会人で、約１００人の参加が予定
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されております。報告は以上です。 

○岩﨑教育長 以上で、事務局からの説明が終わりました。委員さんから何か質疑はありません

か。 

 [「ありません」という声あり］ 

○岩﨑教育長 それでは以上で予定された案件はすべて終了いたしました。これをもって、令和

６年第５回教育委員会定例会を閉会いたします。お疲れ様でした。 

 

 

閉会 午後３時５０分 


